
泊発電所３号炉　前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

1

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）
2.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備【48
条】（SA48 r.5.0）

p48-2
p48-3
p48-4
p48-5
p48-10

「，」「及び」「並びに」の記載を適正化しました。

2

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）
2.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備【48
条】（SA48 r.5.0）

p48-4
p48-6
p48-14

電源構成の記載を他条文と統一し適正化しました。

　（旧）常設代替交流電源設備である代替非常用発電機から
　（新）常設代替交流電源設備から

3

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）
2.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備【48
条】（SA48 r.5.0） p48-4

燃料補給設備は代替電源・電気設備に含まれることから，記載を削除した。

　（旧）燃料は，燃料補給設備であるディーゼル発電機燃料油貯油槽，
ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ及び可搬型タンクローリーにより補給で
きる設計とする。
　（新）

4

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）
2.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備【48
条】（SA48 r.5.0）

p48-5

流路及びその他設備として重複記載について削除し，適正化しました。

　（旧）蒸気発生器並びに２次冷却設備のうち給水設備，補助給水設備及び
主蒸気設備の配管及び弁
　（新）蒸気発生器

5

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）
2.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備【48
条】（SA48 r.5.0）

p48-14

誤記訂正しました。

　（旧）試験装置を設置が可能な設計とする。
　（新）試験装置の設置が可能な設計とする。

6

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）
2.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備【48
条】（SA48 r.5.0） p48-18

p48-19

系統概要図中の名称の誤記等を適正化しました。

第48条 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備
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